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　岩手労福協は、10月から11月にかけて「2024全国福祉強化キャンペーン」を展開します。全国統一行動（教育費
負担軽減・奨学金制度改善に向けたオンライン署名）を重点取り組み事項と位置付け、外部団体や地域にも取り組み
を広げていきます。
　また、創業の精神「福祉はひとつ」を合言葉に、福祉事業団体の利用促進、共助拡大に取り組むとともに、労働組
合と福祉事業団体が「ともに運動する主体」としての関係づくり強化に取り組みます。

合言葉は「福祉はひとつ」
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  主な取り組み

2024全国福祉強化キャンペーン

ろうきんと「生活応援運動」を展開します。　　P2 ～ P3
金融リテラシー向上・資産形成支援のための金融教育促進、多重債務者・奨学金返済困難者の借
換相談活動を通じて、労働者の可処分所得向上に取り組みます。

こくみん共済 coop と「社会課題解決に寄与する共創活動」「こくみん共済 Life サポート」を展開し
ます。　　P4 ～ P5

「みんなで被災地応援プロジェクト（住まいる共済のお見積もり１件につき100円）」、「７才の交
通安全プロジェクト」、「こどもの成長応援プロジェクト」、「交通安全啓発活動」、人生100年時
代に備え、こくみん共済 Life サポート（保障設計サポート、生活設計サポート）等、最適な保
障と生活全般のサービスの提供を進めます。

教育費負担軽減・奨学金制度改善にむけたオンライン署名活動を展開します。　　P８
改訂版「もう悩まないで。奨学金返済 Ｑ＆Ａ」を活用して、奨学金返済に困っている方を相談窓口に
つなげるための取り組みを行います。
労働団体へ労働者福祉運動強化に向けた要請を行います。
2025国際協同組合年に向け、協同組合への理解促進に努めます。
地球環境に対する問題意識の向上に向け、情報発信・資料提供に努めます。

～みんなで共助の輪を広げよう！

合言葉は「福祉はひとつ」
～みんなで共助の輪を広げよう！



資産づくりは

ローンは

上手に使うと
［［ママネネーーププラランン］］ 

2024年 10月 1日現在

将来なりたい自分を

思いえがこう！
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●貸付条件にかかる表示
1.貸付利率
債務整理資金 年9.10％ 《変動金利》

生活再建資金 年8.525％ 《変動金利》

2.返済方式 元利均等返済方式
3.返済期限・回数
債務整理…最長10年（120回以内）
生活再建…最長6年（72回以内）
4.遅延損害金 年14.6％
5.担保 担保付債務の整理の場合は

不動産に抵当権設定
6.連帯保証人 原則1名以上

スイッチローン （自治体提携貸付制度）

くらしの再建を目的とし各自治体と提携しているローンで、
債務整理型と生活再建型の2種類あります。

債務整理型 生活再建型

債務整理に必要な資金として
ご利用いただけます。

生活再建に必要な資金（生活
資金、教育資金、車購入資金な

ど）としてご利用いただけます。

7.主な返済例
(1)債務整理
150万円 5年（60回）払いの場合
…毎月返済額 31,210円
（但し初回と最終回は若干異なります）

(2)生活再建
50万円 3年（36回）払いの場合
…毎月返済額 15,789円
（但し初回と最終回は若干異なります）

※貸付申込みについては、審査の結果
ご希望に添えない場合がございます。

※事業性資金は除きます。
（2024年8月現在）

家計に合った解決方法を一緒に考えましょう

・貸付制度を利用した借金の一本化
・専門家への法律相談を利用して債務整理 など
※弁護士・司法書士による無料法律相談会も開催しております

家計に無理のない返済計画を一緒に考えましょう

・貸付制度の利用
・他機関の制度のご案内 など

上記以外に次のような相談も行っております

●ギャンブル依存の相談 ●家計のやりくりや改善の相談

●住まい探しの困りごとについての相談（居住支援サービス）

どのようなことについて相談できるの？

くらしを支える融資の生協

お金のこと くらしのこと信用生協にご相談ください！

自治体提携貸付制度のご案内

相談は無料です。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
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１．すべての学生を対象に、大学、短大、高等専門学校（４年・５年）、
専門学校の授業料を現在の半額にしてください。

２．大学等修学支援制度の対象を多子世帯や理工農系に限定することなく
年収600万円まで拡大するとともに、授業料減免額も拡大してください。

３．奨学金返済に係る負担の軽減に向けて、貸与型を有利子から無利子
へ、所得に応じた無理のない返済制度や返済困難な場合の救済制度を
拡充してください。

ご賛同いただける方は、
下のＱＲコードを
スマホで読み取り、
オンライン署名（登録）
をお願いします。

高等教育費や奨学金返済の負担軽減のため、
公的負担の拡充を求めるオンライン署名に
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私たちが求めること

　皆さん、ご存じですか。
　いまや大学、短期大学、専門学校を合わせた高等教育機関への進学率は
なんと83.8％、高校卒業して就職する若者より進学する若者が圧倒的に多
いということを…。世帯の所得が増えない中、高等教育費の私費負担は限
界に達しており、大学生の約半数が奨学金を利用していることを…。卒業
後は奨学金返済が重荷となり、結婚・出産・子育てなどのライフイベント
に影響を及ぼしていることを…。このままでよいのでしょうか。
　私たち労働者福祉協会（労福協）は、高等教育費や奨学金返済の負担を
軽減するため、国への公的負担の拡充を求め、オンライン署名活動を全国
一斉に展開しています。高等教育費の負担を軽減し、すべての人が学べる
社会へ向けて、そして未来のために私たちと一緒に取り組みませんか！

高等教育費や奨学金返済の負担軽減のため、
公的負担の拡充を求めるオンライン署名に
ご協力をお願いします！
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